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第２９回豊島廃棄物処理協議会議事録 

 

平成２４年１０月１４日（日）１３：００～１４：００ 

場所：高松港旅客ターミナルビル６階会議室 

 

Ⅰ 出席協議会員（１５名） 

①学識経験者 

（会長）岡市友利 

②申請人らの代表者 

清水善郎（大川真郎代理）、石田正也、中地重晴、山本彰治、濱中幸三、安岐正三、○石井亨 

③香川県の担当職員等 

田代健、○工代祐司、羽白淳、和田光弘、大森利春、木村士郎、豊島正人 

※○印は議事録署名人 

 

Ⅱ 傍聴者 

①豊島３自治会関係者 約１０名 

②報道関係 ９社（ＫＳＢ、四国新聞、ＲＮＣ、ＮＨＫ、毎日新聞、朝日新聞、共同通信、読

売新聞、ＯＨＫ） 

 

Ⅲ 議事 

司会から、次の報告があった。 

・植田会長代理の欠席 

・大川協議会員の代理で、清水弁護士の出席 

・公害等調整委員会の矢﨑審査官の欠席 

 

岡市会長挨拶（要旨） 

・豊島産業廃棄物の処理事業は、調停条項に従い、共創の理念に基づいて事業を進めてき

た。平成１５年９月に本格処理を開始してから９年が経過し、現在５５８，０００トン

の処理が済んでいる。 

・８月４日に開催した前回の処理協議会では、直下汚染土壌の現況やセメント原料化の処

理方法について県から説明し、処理方法へのセメント原料化の追加について、９月２日、

１０月７日に拡大事務連絡会を開催したと聞いている。その結果、住民側と香川県側で

概ね協議の方向が整ったようであり、本日の処理協議会で最終合意に至りたいと思って

いる。協議会員の皆様におかれては、よろしくご協力のほどをお願いしたい。 

 

議題 

（１）協議会の運営について 

・議事録署名人に、石井協議会員、工代協議会員を指名し、了承を得た。 
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・本日の議題に非公開とすべき内容はないため公開とした。 

 

（２）豊島廃棄物等処理事業の実施状況等について 

①豊島廃棄物等処理事業の実施状況 

○県側 

・平成１５年の本格稼働開始後、これまでの処理の実績は５５８，８３７トンとなってお

り、全体量に占める処理の割合は５９．６％となっている。今年度の処理計画は、４月

が６，６８８トンの計画に対し６，９６８トン、５月は計画が６，７５７トンに対し７，

２１８トンの処理、６月は５，６８０トンに対し６，５１３トン、７月は５，８６１ト

ンに対し６，６８９トンで、７月までは順調に計画量を上回る処理ができている。８月

には計画量６，９１２トンに対し６，７４５トン、９月は計画量５，３８５トンに対し

４，９４１トンで、９月は４００トン処理計画に届かなかった。これは、廃棄物と土壌

で均質化物を作っているが、可燃物の割合が多く、処理が１日あたり１００トン前後と

なったことによるものであり、９月の溶融炉の計画量に対する処理量の割合は９２．４％

になっている。 

・なお、直島中間処理施設は、今年度から６月の定期修繕をせずに、のり網設置のための

運搬船「太陽」の休航期間に合わせて、９月から定期修繕に入る予定にしていたが、予

定どおり９月２５日に溶融炉を立ち下げ、定期修繕、点検を実施したあと、予定より１

日早く、１０月７日に昇温を開始し、翌１０月８日から処理を開始している。また、ロ

ータリーキルン炉は、１０月８日に立ち上げ予定であったが、一部、空気圧縮機の故障

があり、立ち上げを１日延期し、１０月９日に立ち上げ、１０月１０日から処理を再開

している。なお、溶融炉については、処理開始直後は処理量が若干計画量に届かなかっ

たが、直近ではほぼ予定の計画量１０８トンを処理しているような状況である。 

・副成物の有効利用については、鉄、銅は引き続き順調に販売している。アルミについて

は、現在、選別装置の設置について協議を進めている。溶融スラグは、順調に公共工事

のコンクリート骨材として販売ができている。 

・豊島、直島の見学者数については、これまでに豊島側で２４，７６３人、直島側で３８，

８０７人の合計６３，５７０人の見学者に来ていただいている。今年度の実績は、豊島

側が９９６人、直島側が７９１人、合計１，７８７人となっている。これは、昨年度の

同時期と比べ、豊島側、直島側、それぞれ去年より増えており、トータルで６０名弱の

増加となっている。 

 

②豊島処分地の掘削状況 

○県側 

・豊島処分地の掘削状況について、４月から９月は、処分地の南側斜面から南側、第１工

区のあたりを中心に掘削した。南側は、先日、岩盤まで掘削完了判定をした。そのすぐ

北側、ＴＰ５からＴＰ５．５の部分も、直下土壌の掘削、廃棄物底面の掘削に備え、廃

棄物を５０ｃｍ残した段階で予備掘削を実施している。先週の排水・地下水等対策検討

会でも説明したが、この地区からドラム缶等が多数出ており、今月１８日に岡市会長に
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現状を確認していただく予定にしている。 

・１０月の掘削作業計画は、旧南東トレンチ周辺部、Ｇ、Ｈ－３、４あたりの掘削と、新

設運搬路設置のための北海岸西側の掘削を行うこととしている。北海岸西側とは、第３

工区、Ｂ、Ｅ－１、２のあたりである。今後、掘削の進展に伴い、こちらに搬出路を整

備したいと考えている。当初の計画ではもう少し南側に設置する予定であったが、高低

差が大きいため工法等が難しく、若干北側に設置することを考えている。予備掘削が完

了した第１工区南側、Ｇ、Ｈ－４、５あたりについては１０月中旬以降、台風シーズン

が終わり、雨水、浸出水の心配のない時期に底面掘削を開始したいと考えている。Ｈ測

線東側は、直下汚染土壌の掘削完了判定調査が終わり次第、貯留トレンチの設置工事を

開始することとしていたので、現在一部工事を開始している。 

・２４年１１月から１２月までの掘削作業計画は、引き続き第１工区の南側の底面掘削、

Ｇ、Ｈ－４、５あたりの底面掘削及び新設運搬路設置のための北海岸西側の掘削、Ｂ、

Ｄ－１、２のあたりの掘削を行う。また、地下水の汚染度が高かったＣ－３付近の汚染

状況を把握するため、第４工区の掘削に着手したいと考えている。また、Ｈ測線東側は

引き続き貯留トレンチの設置工事を行い、完成次第、運用を開始したい。 

○住民側 

・処理計画量に対して処理量の実績がパーセンテージで出ているが、溶融炉は、計画量に

対して処理の実績量が９３．１％、キルン炉が８７．９％だが、全体では９３．７％に

なっている。炉の計画量に対して処理量の合計の比率が大きくなるのは、岩石等の特殊

前処理物の処理実績が加えられたためだが、岩石等の処理計画は、８７２トンで、実績

が４００トン多い程度だ。４００トンで０．６％も増えるのか疑問に思う。炉の処理量

が計画量に対し実績が増えているが、岩石が増えているだけでこれだけ増えるのか。 

○県側 

・理由は二つあるが、まず一つは、掘削対象外土壌量３，０８２トンが、計画に対する実

績の割合の中に上増しして入っているというのが一点である。 

・もう一点は、計画量は毎年度見直した後の値であり、全体量と一致しない。処理計画は

平成１６年度、１７年度、６０，０００トン、６０，０００トンと計画を立てているが、

その後、処理が遅れていたことから、処理の計画量は、例えば２１年は７１，０００ト

ン、２２年度は７１，０９７トンと、その都度見直した数字を記載している。その関係

で、これを単純に合計すると、トータルの９３８，０００トンを超過することになる。

当然、１６年度、１７年度、１８年度等で６０，０００トンに足らなかった部分は、２

１年度、２２年度、２３年度に上増しして計画を立てており、それらを単純に計算する

と、全体量を超えるので、今回からこの累計欄の記載は省略した。その代わり、当然、

毎年度、計画量に対するその年の処理量、処理率がある。１５年度であれば７５．３％、

１６年度であれば８８．８％である。この各年度の計画量に対する処理の割合を今回、

単純平均したのが９３．７％という数字になったということである。分かりにくいが、

今までは計画量全体に対する割合であったが、計画量全体の合計が、そのまま単純に足

すと、全体量１００％を超える計算になることから、全体計画に対する割合という記載

は省略したが、その代わり、毎年度の計画に対する処理率を単純平均したものを記載し
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ている。 

○住民側 

・表の読み方は分かったが、その説明を聞いて、それでいいのかは、すぐに判断がつかな

い。単純に比較したら、実際どのぐらいの数字が出たのか分からない。 

○県側 

・９月末の数字は今、計算していないが、８月末の数字は９４．５％になっている。先ほ

ど言った溶融炉処理量、キルン炉処理量についても、トータルに対する割合を出す意味

がないため、こちらも、年間の計画量に対する割合を記載している。 

○住民側 

・先月末からトレンチの貯水量、地下水位を３ｍぐらいで管理していたのを０ｍにすると

いう話があり、今、１．８ｍぐらいのところに来ているのだが、いつごろ、０ｍ管理す

るつもりなのか、計画を教えてほしい。 

○県側 

・０ｍ管理にしようということで、高度排水処理施設の貯留槽に移送を開始して、すぐに

降雨があったので、いったん２ｍ管理に戻している。今、北揚水井と西揚水井、西揚水

井はずっとではないが、高度排水に送っているので、それがだいたい１，５００トンぐ

らいまで減ったら、雨の心配がなくなってくれば戻すということにしており、現時点で

は時期は未定である。 

○住民側 

・ホームページ上のコメントがずっと更新されずに来ており、だいたいの目安は教えてほ

しいので、コメントの出し方も考えてもらったほうがいいと思う。 

○県側 

・検討する。 

 

（２）直下汚染土壌の処理方法について 

○岡市会長 

・汚染土壌の処理方法については、７月２９日に開催された豊島廃棄物等管理委員会で、

セメント原料化方式が正式に承認された。これを受けて８月４日に開催した前回の処理

協議会において、県から豊島の住民の皆さん方に対し、汚染土壌の処理方法にセメント

原料化を追加することについて正式に提案した。その後、９月２日、１０月７日に、拡

大事務連絡会が開催されて協議が進められ、住民側の石田弁護士、県側の田代弁護士の

力を借り、協議合意書の案の検討が行われてきたところである。その結果、事務的な協

議が整い、本日の処理協議会を迎えることとなった。これまでの経緯、協議合意書の案、

内容、スケジュール等について、県側から説明をお願いしたい。 

 

○県側 

・７月２９日に第２９回の豊島廃棄物等管理委員会を開催し、汚染土壌の処理方法につい

て、セメント原料化方式が技術的に承認された。これを受け、８月４日の第２８回処理

協議会において、県から豊島住民会議に対し、汚染土壌の処理方法にセメント原料化を
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追加することを正式に提案した。９月２日に第３回の拡大事務連絡会を開催し、直下汚

染土壌の状況やセメント原料化の処理方式について詳しく説明するとともに、県から協

議合意書の案を提案した。９月１９日の第９８回事務連絡会において、住民会議側から、

県が提示した協議合意書の修正案が提案された。その後、９月中旬から１０月上旬にか

けて、住民会議側の石田弁護士、県側の田代弁護士を交え、協議合意書の案文について

協議した。その結果、１０月７日に第４回拡大事務連絡会を開催し、協議合意書の案文

について協議が整った。１０月１０日に香川県の環境審議会を開催して、汚染土壌の処

理方法にセメント原料化を追加することを審議し、了承を得た。そして、本日、第２９

回豊島廃棄物処理協議会を開催し、協議合意書に調印する運びとなった。 

・協議合意書を読み上げる。「公調委平成５年（調）第４号・第５号豊島産業廃棄物水質汚

濁被害等調停申請事件における調停条項に関し、香川県から申請人らに対し、同条項の

「本件廃棄物等」のうち、廃棄物層直下汚染土壌及び汚染覆土（以下「汚染土壌」とい

う。）の処理方式につき、平成２２年８月１日付け協議合意書（以下「平成２２年度協議

合意書」という。）で合意した「水洗浄方式」に加え、「セメント原料化方式」を追加し

たいとの申し出があった。これについて、申請人らは、別紙添付の「申請人らの豊島産

業廃棄物等の処理に関する基本的考え方」の意見を述べ、香川県はこれを尊重した上で、

申請人らと香川県は協議の結果、今後の「汚染土壌」の処理方法について、「平成２２年

度協議合意書」を下記のように変更することを合意した。」 

・平成２２年８月１日に合意した協議合意書の記の１から３を読み上げる。「１．「本件廃

棄物等」のうち、重金属等で汚染された「汚染土壌」に関しては、「焼却・溶融方式によ

る処理」を変更し、島外へ搬出しての「水洗浄方式による処理」とし、可能な限り、そ

の副成物の再生利用を図ることとする。２．香川県は、「汚染土壌」の「水洗浄方式によ

る処理」の技術的検討及び搬出・運搬並びに「水洗浄方式による処理」の実施は、管理

委員会の検討結果及び助言・指導等のもとに行う。豊島廃棄物等管理委員会設置要綱第

２条（所掌事務）に、「汚染土壌の水洗浄方式の技術的検討及び搬出・運搬方法の検討並

びに処理の実施状況の確認」を加える。３．香川県は、「汚染土壌」の「水洗浄方式によ

る処理」の実施においては、情報公開に努め、申請人らの理解と協力のもとに行う。」。

このように２２年８月に締結した協議合意書の１から３に、水洗浄方式というのが明記

されていた。今回の協議合意書の記で「「平成２２年度協議合意書」の合意事項１ないし

３のうち、「水洗浄方式」を「水洗浄方式若しくはセメント原料化方式又は水洗浄方式及

びセメント原料化方式」に変更する。」のように今回改正することにより、処理としては、

水洗浄方式かセメント原料化方式、あるいはその両方を使うことができることになった。 

・今後の予定については、本調印終了後、今月の中旬には、地元土庄町と直島町に対して

セメント原料化を追加する産廃特措法に基づく実施計画の変更案についての意見照会を

行いたいと思っている。その後、国に対し、環境審議会の審議結果、土庄町、直島町の

意見を提出し、実施計画の変更について協議を進めていきたいと思っている。その後、

国においては、産廃特措法の窓口である産業廃棄物処理事業振興財団の調査会で審議が

行われ、その後、１２月中には環境大臣の変更同意が得られるのではないかと思ってい

る。 
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○岡市会長 

・ただいま県側から、これまでの審議状況及び、協議が整った後の環境省等への手続きに

ついて説明があったが、豊島側から何かご意見等ありましたら、よろしくお願いする。 

○住民側 

・申請人らの豊島産業廃棄物の処理に関する基本的考え方について、朗読する。「「申請人

らの豊島産業廃棄物等の処理に関する基本的考え方」県から、申請人らとの間で締結し

た平成２２年８月１日作成の協議合意書について「水洗浄方式」に加え「セメント原料

化方式」の提案がなされた。豊島産業廃棄物等の撤去期限については、調停条項で平成

２８年度末ということが規定されている。この間、廃棄物等の総量が当初想定よりも増

加したことを踏まえ、県においては当初の処理計画の延長をおこない平成２８年１０月

末をもって撤去する計画に管理委員会の承認のもとに変更されたところである。今回提

案の汚染土壌の処理については、申請人らは、県との間ですでに前記の協議合意書を作

成し、調停条項の処理方式の「焼却・溶融方式」から島外に搬出しての「水洗浄方式」

に変更することに合意してきたところである。県は、この合意に基づき、平成２３年１

１月に「水洗浄方式」の処理を滋賀県大津市の業者に委託したが、周辺住民の反対運動

がおこり、この業者による処理を平成２４年５月に断念した。申請人らとしては、県が

この委託を断念したことをやむ得ないものと考えている。しかし、今後このようなかた

ちで処理事業が遅れることがあってはならない。処理事業の遅れを生じさせたこと及び、

本件処理により新たな被害者を生じさせないという申請人らの基本的姿勢に外部から疑

いを持たせる指摘が申請人らに寄せられたことについて、県は深刻に受け止めるべきだ

と考える。申請人らは、他地域に負担をかけないように前記合意書において、「土壌環境

基準を超過したダイオキシン類で汚染された」土壌や「ＶＯＣｓによって汚染された土

壌のうち、土壌汚染対策法に定める第二溶出量基準を超過したもの」を除外したものを

対象とするなど配慮してきたところである。今回の県の提案は、この教訓を踏まえたも

のでなければならないと考える。申請人らとしては、今回の原因は、公開入札とはいえ、

当初管理委員会などで想定されてきた業者ではなく、想定外の業者に処理を委託するこ

とになったことにあると考えている。今回のことを教訓とするならば、県は、今回の新

たな処理方式の追加にともなう汚染土壌処理事業においては、管理委員会の検討結果に

従い、適正に処理することとし、処理業者選定にあたり、その立地状況、周辺環境など

の地域状況を調査し、地元住民の理解が得られるよう努力するべきであると考える。」。 

○岡市会長 

・県側、ただ今の住民側のご意見に対して、特にご意見はないか。それでは、県側及び住

民側の両方とも異論がないようなので、今から協議合意書に署名と押印をお願いしたい

と思う。合意書は２通作成し、住民側、県側の双方でそれぞれ１通ずつ保存していただ

きたい。署名、押印していただくのは、住民側は濱中議長と石田弁護士、県側は浜田知

事と田代弁護士だが、すでに浜田知事については署名、押印をしているので、よろしく

お願いしたい。 

 

 （協議合意書に署名・押印） 
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○岡市会長 

・ただ今行われた住民側、県側双方の代表者の協議合意書への署名により、セメント原料

化を前回の協議書に加えるという最終合意に至った。処理協議会の会長としては、皆様

方のご努力に感謝している。今後とも双方の信頼関係に基づき、前回の轍を踏まないよ

うに、この事業が進められるよう、強く希望している。それでは、ここでまず県側、そ

の後住民側からそれぞれご挨拶いただきたい。 

○県側 

・ただ今汚染土壌の処理方法へのセメント原料化の追加について、最終合意となったこと

について、一言、県側を代表してご挨拶申し上げる。まず、豊島住民の皆様方には、セ

メント原料化の追加について、格別のご理解をいただいたことに、心から御礼申し上げ

る。また、協議合意書の案の検討については、石田弁護士、田代弁護士にご協力をいた

だき、厚く御礼申し上げる。県としては、この協議合意書に記された基本的考え方を尊

重するとともに、大津市での経緯を踏まえ、それぞれの処理方式による処理事業者や地

元の状況の情報収集を十分に行いながら、契約方法や条件を検討し、平成２８年度末ま

での全量処理に影響を及ぼすことのないよう進めていきたいと考えている。本事業は、

県政の最重要課題の一つであり、何としてもやり遂げなければならない事業であると考

えており、引き続き、皆様方の格別のご理解とご協力を得て、最後まで、安全と環境保

全を第一に全力で取り組んでいくので、今後ともよろしくお願いする。 

○住民側 

・本日、直下汚染土壌のセメント原料化方式が新しく合意に至った。今回、島内の合意形

成を急いだのは、平成２８年度末の撤去完了がタイトになってきているという現実があ

る。このような中で、香川県としては、基本的な考え方を尊重し、安全確実に処理を進

めてもらいたいと思う。また、直下土壌の汚染土壌の量が今現在１１層目となるなど、

非常に量が多くなってきている。また、ＶＯＣｓガスが高濃度に検出されたりもしてい

る。こういう中で、健康面も含めて不測の事態が起こらないように、本当に十分に注意

深く事業を進めて、平成２８年度末には必ず撤去が完了するように努力してもらいたい

と思う。 

○岡市会長 

・本日、植田会長代理は欠席しているが、植田会長代理からコメントを預かっているので

読ませてもらう。「豊島廃棄物等処理事業は、不法投棄された廃棄物等を単に無害化する

だけでなく、これまで埋め立てられていた副成物も可能な限り有効利用するなど、我が

国の循環型社会のモデルとなるものであり、必ずやり遂げなければならない事業である。

今回の大津市での直下汚染土壌の処理に関しては、調停条項で定められた平成２８年度

末までの処理期限を厳守するため、実施しようとしたものだが、様々な要因から地元住

民の理解を得ることができず、廃棄物等に関する社会的な理解を得る難しさを感じたと

ころである。この度、県と豊島住民との間で、直下汚染土壌の処理方法にセメント原料

化を追加する合意が成立したわけだが、大津市での一連の経緯からも教訓を汲み取り、

今後の直下汚染土壌の処理を迅速かつ適正に実施していただきたい。」。 
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・非常に皆様方ご苦労いただいて、一つ一つ協議書を積み上げていくというようなことで

あるが、私も、豊島の廃棄物の処理を１日も早く終えることを望んでいるので、今後と

もよろしくご協力のほど、お願いしたい。それでは、本日の協議会はこれまでとさせて

いただく。どうもありがとうございました。 

 

 

以上の議事を明らかにするために、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が署名・押印

した。 

 

 

平成２４年１２月２０日 

 

 

            議事録署名人 

 

 

          議  長  岡 市  友 利 

 

 

 

               協議会員  工 代  祐 司 

 

 

 

               協議会員  石 井  亨 

 

 


